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(57)【要約】
【課題】骨折した患部の形状にぴったりと適合する柔軟
性と患部を保護する強度を併せ持ち、患部の熱を十分に
放熱可能なような熱伝導性に優れ、素早く処理できる簡
便性に優れ、患部の回復の度合いに応じた再適合性に優
れた、医療用固定材および医療用固定具を提供する。
【解決手段】熱可塑性樹脂と当該熱可塑性樹脂単体の熱
伝導率よりも高い熱伝導率を有する熱伝導粉末とを少な
くとも含有し、２０℃における熱伝導率が０．１７０Ｗ
／ｍ・Ｋ以上である医療用固定材１１から医療用固定具
１０を構成する。患部の熱を効率的に放熱することがで
き、患部の回復を促進できる。湯水中に一定時間浸した
場合には、変形が容易かつ短時間におこなわれるため、
患部への適合性、再適合性および処理の簡便性に優れる
。冷却固化すると、強度に優れたものとなる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂と当該熱可塑性樹脂単体の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有する熱伝導粉
末とを少なくとも含有する医療用固定材であって、２０℃における熱伝導率が０．１７０
Ｗ／ｍ・Ｋ以上である、医療用固定材。
【請求項２】
　前記熱伝導粉末がアルミニウム粉末である、請求項１に記載の医療用固定材。
【請求項３】
　前記熱可塑性樹脂の融解温度範囲が４０℃以上９０℃以下の間である、請求項１または
２に記載の医療用固定材。
【請求項４】
　９０℃の温水中に３秒間保持した後、１８０度折り曲げたときに折り曲げ部に割れが発
生しない、請求項１から３のいずれかに記載の医療用固定材。
【請求項５】
　前記熱可塑性樹脂に対する前記熱伝導粉末の含有重量比が、５／９５以上７０／３０以
下である、請求項１から４のいずれかに記載の医療用固定材。
【請求項６】
　鼻部の外科的治療に用いられ、
　請求項１から５のいずれかに記載の医療用固定材から形成され
　平板状であり、厚みが１．５ｍｍ以上２．５ｍｍ以下、幅が５０ｍｍ以上１１０ｍｍ以
下、長さ５０ｍｍ以上１１０ｍｍ以下であり、
　厚み方向に貫通する直径が０．５ｍｍ以上２．５ｍｍ以下の複数の微細孔が形成されて
いる医療用固定具。
【請求項７】
　前記複数の微細孔は、隣り合う微細孔の間隔が５ｍｍ以上の間隔で配置されている、請
求項６に記載の医療用固定具。
【請求項８】
　表面に、種々の大きさの鼻部に対応した複数の罫線が形成されている、請求項６または
７に記載の医療用固定具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療用固定材および医療用固定具に関し、特に鼻骨骨折の術後に保護及び固
定目的に装着し、術後の腫れによる熱を放熱しやすくするものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、骨折による患部の保護と固定を行う目的で、医療用固定材、いわゆるギプス材と
して、石膏が用いられていた。しかし、石膏によるギプス材は、鼻部のような複雑な三次
元形態を有する顔面へ使用する場合に、患部にうまく固定できないなど、使い勝手がよく
ない。また、耐久性にも問題があり、皮脂などによる汚染時にギプス材を洗浄することも
困難である。そこで、鼻部を保護及び固定するため、様々な方法が提案されている。
【０００３】
　たとえば、特許文献１には、軟質ウレタンフォームである柔軟性な弾性緩衝体層の上面
に、適度の可撓性と強い弾性を有するポリエチレンフォームからなる支持体層を備え、前
記緩衝体層の下方に粘着剤層を設けた医療用貼付材が開示されている。また、同特許文献
１の第８図Ａ、Ｂには、鼻への使用例が提案されている。
【０００４】
　特許文献１の医療用貼付材は、粘着剤層が形成されていることから、石膏によるギプス
材等とは異なり、顔など固定しにくいところには便利で手軽である。
　しかし、その粘着剤層が全面に形成されているため、皮膚が蒸れて、かゆみやかぶれ等
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の炎症を起こしてしまう。また、罫線や折り目が形成されているが、これらの幅が広いた
め鼻の微妙な曲線とマッチせず粘着力によって皮膚を持ち上げ、本来の鼻の形状と異なっ
て矯正してしまう可能性がある。
【０００５】
　また、特許文献２には、容易に折り曲げられ、かつ折り曲げ後は機械的強度が強く鼻を
確実に保護できる鼻保護部材として、１８０度及び９０度に折曲げて１分間保持した後解
放し、解放後５分経過した時の折り曲げ戻り角度θが共に２０度以下である形状保持性を
有する延伸ポリオレフィン系樹脂シートよりなるものが提案されている。
【０００６】
　しかし、特許文献２の鼻保護部材は、容易に折り曲げることはできるものの、その折り
曲げ角度が２０度以下である場合には、折り曲げがほとんど無い状態に戻ってしまい、鼻
の微妙な形状に沿わせて形状を固定させることができない欠点がある。
【０００７】
　さらに、市販品で販売されている商品として、非特許文献１および２のような、商品名
「デンバースプリント」がある。
　これは、鼻の患部の表面を清拭し十分乾燥した後に紙テープを患部に貼り付け、その上
から鼻背にそってスポンジパッドを貼り付けた後、これらの上に面ファスナー部が外側を
向くように貼り付け、その上にアルミニウム板を鼻部の形に折り曲げて鼻に装着する固定
具である。
【０００８】
　しかし、「デンバースプリント」のアルミニウム板を、鼻の微妙な三次元形態にピッタ
リと合致するように形づくることは難しい。また、アルミニウム板自体は熱伝導性に優れ
るが、鼻部とアルミニウム板との間には紙テープ、スポンジパッド、面ファスナー部が介
在するため、全体としては熱伝導に優れておらず、腫れた術後の鼻全体を冷やすことが困
難であった。
【０００９】
　その他、市販品で販売されているギプス材料としては、非特許文献３のような、商品名
「レナサーム」がある。
　これはポリエステルなどのプラスチック製の熱可塑性のギプスで包帯のように使用した
い分だけ患部に巻いて使用でき、繊維状となっているので通気性もある材料として、外科
的治療に使用されている。
【００１０】
　しかし、「レナサーム」は、１層の厚みが薄く、１層だけでは強度が不足し鼻の保護に
はならない。一方、２層、３層と重ねるようにして折り曲げると厚みが増し保護できるの
で強度は高くなるが、２次元に曲げた後に３次元方向には曲がらず、微妙な鼻の形状に適
合しないことから、鼻からの浮きが発生し、使用しにくかった。また、メッシュ構造であ
るため、皮脂などによる汚れに対し、清潔に保つことが難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開昭５９－１８３７５１号公報
【特許文献２】特開２００９－１５３７０１号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】株式会社名優ホームページ中、デンバースプリントの紹介ページ（ＵＲ
Ｌ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｅｉｌｌｅｕｒ．ｃｏ．ｊｐ／ｐｒｏｄｕｃｔｓ／７９／
）（検索日　平成２７年７月２７日）
【非特許文献２】株式会社高研ホームページ中、アドヒーシブデンバースプリントの紹介
ページ（ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｏｋｅｎｍｐｃ．ｃｏ．ｊｐ／ｐｒｏｄｕｃ
ｔｓ／ｍｅｄｉｃａｌ＿ｐｌａｓｔｉｃｓ／ｓｕｒｇｅｒｙ／ｄｅｎｖｅｒ／）（検索日
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　平成２７年７月２７日）
【非特許文献３】介護用品・医療用品の通販サイトＦＥＥＤメディカルケアウェブサイト
中、イワツキ株式会社製レナサームの購入ページ（ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｍｅｄｉｃａ
ｌ－ｃａｒｅ．ｆｅｅｄ．ｊｐ／ｐｒｏｄｕｃｔ／５００１２０７００．ｈｔｍｌ）（検
索日　平成２７年７月２７日）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ところで、本来の姿に戻す形成外科の観点からみれば、鼻骨骨折の術後の鼻の微妙な形
状にぴったりと適合する柔軟性と鼻をしっかりと保護する強度、鼻の腫れに伴ない生じる
熱の放熱性、医療現場などで素早く処理できる簡便性、鼻の回復力に合わせた鼻の形状に
適合させる再適合性、がすべて求められるが、特許文献１および２、ならびに非特許文献
１～３に見るように、従来はこれらをすべて満たす骨折に用いられる医療用固定材がなか
った。
　以上の問題は、鼻部を骨折した場合に限られず、手指や足趾など鼻部以外の骨折した患
部の保護と固定をする際に等しく妥当する。
【００１４】
　そこで、本発明の解決すべき課題は、骨折した患部の形状にぴったりと適合する柔軟性
と患部を保護する強度を併せ持ち、患部の熱を十分に放熱可能なような熱伝導性に優れ、
素早く処理できる簡便性に優れ、患部の回復の度合いに応じた再適合性に優れた、医療用
固定材および医療用固定具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　以上のような課題を解決するため、本発明の医療用固定材を、熱可塑性樹脂と当該熱可
塑性樹脂単体の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有する熱伝導粉末とを少なくとも含有し、
その２０℃における熱伝導率が０．１７０Ｗ／ｍ・Ｋ以上に構成したのである。
【００１６】
　医療用固定材の熱伝導率がこの範囲内であれば、患部の熱を効率的に放熱することがで
きる。その結果、患部の回復を従来よりも促進することもできる。また例えば、湯水中に
一定時間浸した場合には、熱可塑性樹脂単体からなる医療用固定材と比較して、熱伝導の
効果がより高いため、医療用固定材の変形がより短時間におこなえる。
【００１７】
　また、本発明の医療用固定材においては、その熱伝導粉末がアルミニウム粉末であるこ
とが好ましい。アルミニウム粉末であれば、安価で入手が容易でかつ軽量で放熱性が高い
。なお、ここでいうアルミニウム粉末には、アルミニウム合金粉末も含まれるものとする
。
【００１８】
　また、本発明の医療用固定材においては、熱可塑性樹脂の融解温度範囲が４０℃以上９
０℃以下の間であることが好ましい。
　この範囲内であれば、医療用固定材を湯水中に一定時間浸すだけで、容易に軟化して所
望の形状に変形することができるとともに、湯水から上げて常温に戻すと、その所望の形
状が維持されたままで強度が高い状態に容易に復帰する。
【００１９】
　また、本発明の医療用固定材においては、９０℃の温水中に３秒間保持した後、当該医
療用固定材を１８０度折り曲げたときに折り曲げ部に割れが発生しないことが好ましい。
この場合、通常想定される程度の変形行為では割れがまず発生しないため、患部の形状に
応じて医療用固定材（治療箇所に合せて所定の大きさに形成されたような場合には、医療
用固定具）を自由に変形させることができる。
【００２０】
　また、医療用固定材中の熱可塑性樹脂に対する熱伝導粉末の含有重量比が、５／９５以
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上７０／３０以下であることが好ましい。この範囲内であれば、高い熱伝導性が得られ、
かつ医療用固定材が脆弱化することもない。
【００２１】
　また、本発明の医療用固定材から形成されてなる医療用固定具は、鼻部の外科的治療に
用いられ、平板状であり、厚みが１．５ｍｍ以上２．５ｍｍ以下、幅が５０ｍｍ以上１１
０ｍｍ以下、長さ５０ｍｍ以上１１０ｍｍ以下であり、厚み方向に貫通する直径が０．５
ｍｍ以上２．５ｍｍ以下の複数の微細孔が形成されている、ことが好ましい。
　厚み等の寸法がこれらの範囲内であれば、高い強度と熱伝導性が得られるとともに、所
定径の微細孔の形成により通気性も確保できる。
【００２２】
　また、本発明の医療用固定具においては、複数の微細孔は、隣り合う微細孔の間隔が５
ｍｍ以上の間隔で配置されていることが好ましい。このように微細孔が一定の距離を保っ
て医療用固定具に万遍なく形成されていると、通気性がより向上する。
【００２３】
　また、本発明の医療用固定具においては、その表面に、種々の大きさの鼻部に対応した
複数の罫線が形成されていることが好ましい。これにより、患者の鼻部の大きさに応じて
これらの罫線に沿って切り取りすることが容易となる。
【発明の効果】
【００２４】
　発明にかかる医療用固定材および医療用固定具を以上のように構成したので、骨折した
患部の形状にぴったりと適合する柔軟性と患部を保護する強度を併せ持ち、患部の熱を十
分に放熱可能なように熱伝導性に優れ、素早く処理できる簡便性に優れ、患部の回復の度
合いに応じた再適合性に優れたものとなった。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態の医療用固定具の斜視図
【図２】実施形態の医療用固定具の正面図
【図３】実施形態の医療用固定具を罫線により切り取った状態を示す正面図
【図４】実施形態の医療用固定具の患部への使用状態を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施形態について説明する。
　図１から図４に示す、実施形態にかかる医療用固定具１０は、人体の骨折した患部Ｎを
覆って固定するために用いられ、患部の放熱性および患部への適合性に優れるものであり
、実施形態の医療用固定材１１から公知の方法により成形されている。
　患部Ｎの部位は特に限定されないが、上述のような特性から、図４のように、鼻部の治
療に用いるのに特に適している。
【００２７】
　実施形態の医療用固定具１０の形状は特に限定されず、種々の形状が採用できるが、取
扱いの便宜等から、図１～図３に示すように、平板状に成形して、図４に示すように、患
者の患部Ｎの形状に沿わせて変形させられるものが好ましい。図示では、医療用固定具１
０は平面視矩形となっているが、これに限定されず、平面視円形、多角形、台形、楕円形
等でもよい。例えば、鼻部の治療に用いる場合には、鼻部の形状に添わせやすい台形形状
であることが好ましい。　
　実施形態の医療用固定具１０の寸法も特に限定されないが、平板状の場合、厚みが１．
５ｍｍ以上２．５ｍｍ以下、幅が５０ｍｍ以上１１０ｍｍ以下、長さ５０ｍｍ以上１１０
ｍｍ以下であることが好ましい。幅は９０ｍｍ以下がさらに好ましく８０ｍｍ以下がより
好ましい。また、長さは９０ｍｍ以下がより好ましい。
　厚みが上記範囲内であれば、患部を保護および固定するのに十分な強度が得られる。厚
みが上記範囲を下回る場合、強度が弱すぎる傾向にあり、上回る場合、温水下での変形に
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時間を要してしまう。
　また幅と長さが上記範囲内であれば、患部が鼻部の場合に、これを覆う大きさとして必
要十分な大きさとなる。
【００２８】
　図１～図４のように、実施形態の医療用固定具１０は、厚み方向に貫通する直径０．５
ｍｍ以上２．５ｍｍ以下の複数の微細孔１２が形成されていることが好ましい。
　これにより、通気性が確保されるので、皮膚が蒸れることによるかゆみやかぶれ等を抑
制することができる。なお、複数の微細孔１２は、隣り合う微細孔１２の間隔が５ｍｍ以
上の間隔で、医療用固定具１０のほぼ全面に万遍なく配置されていることがより好ましい
。この場合、通気性がより高くなり、皮膚の蒸れが効果的に抑制できる。
【００２９】
　また、図１～図３のように、実施形態の医療用固定具１０の表面には、種々の大きさの
患部たる鼻部に対応した複数の罫線１３が形成されていてもよい。これらの罫線が、例え
ば、子供用、女性用、男性用、などのように、患者の鼻部の大きさに応じて形成されてい
れば、患者の鼻部に応じてこれらの罫線１３に沿って切り取りすることで、装着性が容易
に向上する。罫線１３の形状は鼻部に対応可能な限りにおいて限定されないが、図１およ
び図２では、罫線１３は、左右一対の合同な等脚台形を、その台形の上底同士で対向させ
た形状となっている。
　これにより、罫線１３に沿って切り取ると、それぞれ鼻部に装着可能な２つの等脚台形
状の片が切り出されることになる。この等脚台形状の片の１つを鼻部に装着すればよい。
また、２つの等脚台形の上底部分は切り取らずにこれら２つの等脚台形を一体とした状態
でも使用できる。この場合は、図２で示す一方の等脚台形状の台形下底部分を上方に向け
ることで、一方の等脚台形は額に添わせ、他方の等脚台形は鼻部に添わせて変形して装着
することができる。この場合、額部分も冷却可能となるとともに、額部分でも切出された
片が固定されることになるので装着性がより安定になる。
　罫線１３が無い場合、鼻の形状に合わせて医療用固定具１０をカットすると、切断面に
バリが出て、鼻に装着した場合に違和感が出る恐れがあるが、罫線１３を入れることで、
切断面にバリが発生しにくくなり、違和感なく装着できる。
【００３０】
　なお、放熱性を損なわない限度で、医療用固定具１０の患部と接する側の面に粘着テー
プなどの固定補助手段を設けてもよい。これにより装着性がより向上する。
　また、さらに放熱性を高めるために、医療用固定具１０の患部と接しない側の表面に、
シート状の冷却ジェルを貼り付けてもよい。
【００３１】
　実施形態の医療用固定材１１は、熱可塑性樹脂と当該熱可塑性樹脂単体の熱伝導率より
も高い熱伝導率を有する熱伝導粉末とを少なくとも含有する。
　実施形態の医療用固定材１１の製造方法は、特に限定されないが、例えば、熱可塑性樹
脂と熱伝導粉末単体あるいは熱伝導粉末を含むマスターバッチとを所定量配合して加熱混
合することにより得ることができる。
【００３２】
　また、実施形態の医療用固定材１１は、２０℃における熱伝導率が０．１７０Ｗ／ｍ・
Ｋ以上に構成されている。このような熱伝導率は、熱伝導粉末および熱可塑性樹脂の種類
の選択、配合の割合を適宜調整することで実現可能である。
　術後の患部の腫れに対し、装着材料の通気性以外に熱伝導性が高くなければ、熱がこも
ってしまい回復が遅れるが、医療用固定材１１の２０℃における熱伝導率が０．１７０Ｗ
／ｍ・Ｋ以上であれば、実施形態の医療用固定具１０において、患部たる鼻部の熱を効率
的に放熱することができる。また熱伝導率をこのように設定すれば、湯水中に医療用固定
具１０を一定時間浸した場合には、熱可塑性樹脂のみからなる場合よりも熱が伝わりやす
いため、患部の形状に合わせた変形がより短時間に可能であり、簡便性に優れる。
　医療用固定材１１の２０℃における熱伝導率は、０．２００Ｗ／ｍ・Ｋ以上であること
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が好ましく、さらには０．２５０Ｗ／ｍ・Ｋ以上であることがより好ましい。熱伝導率の
上限は、高い分には特段の問題は生じないが、生産コストや変形時の取扱い性を考慮する
と、１．０００Ｗ／ｍ・Ｋ程度であると思われる。
【００３３】
　また、医療用固定材１１は、９０℃の温水中に３秒間保持した後、１８０度折り曲げた
ときに折り曲げ部に割れが発生しないことが好ましい。この場合、患部の形状に合わせて
自由な形状に容易に変形させることができ、患部への適合性および患部の治癒に伴なう形
状変化に対する再適合性が一層高いものとなる。
【００３４】
　実施形態の医療用固定材１１中の熱伝導粉末は、熱伝導性を向上させるために含有され
る。
　熱伝導粉末は、医療用固定材１１に含有する熱可塑性樹脂よりも高い熱伝導率を有する
熱伝導粉末であればよく、その種類は特に限定されない。例えば、アルミニウム、金、銀
、銅、ニッケル、鉄、ステンレスなどの金属粉末、炭化ケイ素、窒化アルミ、アルミナ、
炭素などの無機粉末などが挙げられる。また、樹脂粉末のように熱伝導性の低い粉末の表
面に、めっき等の化学的処理を施すことで金属被膜や無機化合物被膜が表面に形成した熱
伝導性の高い粉末も使用することができる。
【００３５】
　実施形態の医療用固定材１１全体の熱伝導性を高めるために、熱伝導粉末は、２０℃に
おける熱伝導率が１００Ｗ／ｍ・Ｋ以上である熱伝導粉末であることが好ましく、２０℃
における熱伝導率が２００Ｗ／ｍ・Ｋ以上である熱伝導粉末であることがより好ましい。
　この種の熱伝導粉末の中でも、安価で入手が容易でかつ軽量で高い放熱性を有するアル
ミニウム粉末（アルミニウムの合金を含む）がよい。この場合、医療用固定材１１の重量
やコストの増加を抑えることができる。
【００３６】
　また、これらの熱伝導粉末は、医療用固定材１１に含有する熱可塑性樹脂よりも高い熱
伝導率を有する熱伝導粉末となるのであれば、その表面を樹脂などで表面処理されていて
もよい。
　このような表面処理がなされている場合、皮膚と直接接触する部分への汗などの水分付
着による金属粉末の腐食やそれによる熱可塑性樹脂の変質を抑制することができる。また
、患者が金属アレルギーを有している場合には、そのような表面処理がなされていれば皮
膚と金属粉末との直接的な接触を防ぐことができ、金属アレルギーの発症を抑制すること
が可能となる。なお、金属アレルギー対策としては、金属粉末以外の無機粉末からなる熱
伝導性粉末を使用することで対処できる。
　また、熱伝導粉末の形状も特に限定されず、球状、粒状、板状、フレーク状のものが例
示できる。
【００３７】
　熱伝導粉末を熱可塑性樹脂に混合させる際には、熱伝導粉末単体で混合させてもよいし
、取扱いを容易にするため、キャリア樹脂中に含有させてマスターバッチ化したものを混
合させてもよい。キャリア樹脂の種類は特に限定されないが、低密度ポリエチレン（ＬＤ
ＰＥ）、ポリエチレンワックスなどが例示できる。マスターバッチ中の熱伝導粉末の含有
量は特に限定されないが、６０～８０重量％の含有量が例示できる。
【００３８】
　医療用固定材１１中の熱伝導粉末の含有量は特に限定されないが、熱可塑性樹脂に対す
る熱伝導粉末の含有重量比（熱伝導粉末／熱可塑性樹脂）が、５／９５以上７０／３０以
下であることが好ましい。１０／９０以上５０／５０以下がより好ましく、さらには、３
０／７０以下であることがより好ましい。この範囲内であれば、使用上問題の無い範囲内
で成形性、熱伝導性、柔軟性の全ての点を程よく満足することが可能となる。熱伝導粉末
の含有量が上記範囲を下回ると、医療用固定材１１として用いたときに重量が増加し、ま
た医療用固定材１１が脆くなって患部に沿わせた際に割れや折れが生じやすくなるからで
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ある。
【００３９】
　熱伝導粉末の平均粒径は特に限定されないが、メジアン径（Ｄ５０）で５～１００μｍ
の範囲内が好ましい。この範囲を下回ると、熱伝導粉末の取扱いが容易ではなくなるから
であり、この範囲を上回ると、医療用固定材中に均等に分散されにくくなり、医療用固定
材に均一な熱伝導性を与えにくくなるからである。なお、熱伝導粉末の平均粒径は、レー
ザー回折法などの公知の粒度分布測定法により測定できる。
【００４０】
　実施形態の医療用固定材１１に含有される熱可塑性樹脂の種類は特に限定されない。熱
可塑性樹脂であれば、熱を加えることで人体の患部に沿わせて変形させることが容易であ
り、かつ固化した後にはその形状が維持されやすいため、柔軟性、強度、適合性および再
適合性が良好であり、扱いやすくなる。
【００４１】
　熱可塑性樹脂として、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）、ポリ乳酸、ポリグリコール酸な
どのポリエステル系樹脂、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）などのポリオ
レフィン系樹脂が例示できる。これらの樹脂が混合したものであってもよい。熱可塑性樹
脂の含有量は前述のとおりなので繰り返さないが、この範囲を下回ると、医療用固定材が
脆くなって患部に沿わせた際に割れや折れが生じやすくなる。また、この範囲を上回ると
、熱伝導粉末をさらに多く配合しても、医療用固定材の熱伝導性の向上があまり望めなく
なる。
　なお熱可塑性樹脂の熱伝導率は、特に限定されないが、通常は０．１～０．５Ｗ／ｍ・
Ｋである。
【００４２】
　熱可塑性樹脂の融解温度範囲は特に限定されないが、４０℃以上９０℃以下であること
が好ましい。この範囲内であれば、温水により軟化し、取扱いが容易となる。
　なかでも、ポリカプロラクトンが、融解温度範囲が５８～６０℃であり、５０～８０℃
程度の温水で簡単に熱変形しかつ固化後の形状記憶性が良好であるため、特に好ましい。
　ポリカプロラクトンを用いる場合、Ｐｅｒｓｔｏｒｐ社製の熱可塑性ポリカプロラクト
ンである、グレード名ＣａｐａＴＭ６１００、同６２００、同６２５０、同６４００、同
６４３０、同６５００、同６５００Ｃ、同６５０６、同６８００が好適に使用できる。こ
れらのポリカプロラクトンは、約６０℃以上のお湯に漬けるだけで（最適温度と時間は９
０℃約３秒）容易に変形させることができるため、２次元に折り曲げた後、３次元に形作
る（特に鼻の鼻根から鼻尖上部にかけてのラインにぴったりと沿わす）ことが容易であり
、鼻の微妙な曲線部に沿わせることができる。したがって、粘着剤を用いることなく医療
用固定具１０を患部に固定することが可能であり、低刺激である。なお、前述の熱伝導粉
末を含むマスターバッチを用いる場合、医療用固定材にマスターバッチ中のキャリア樹脂
が含まれることになるが、キャリア樹脂自身も熱可塑性樹脂である場合や医療用固定材を
構成するキャリア樹脂を含めた樹脂成分全体として前述した熱可塑性樹脂と同様の特性を
示す場合は、本発明の医療用固定材を構成する熱可塑性樹脂とみなすことができる。
　なお、本発明の効果を阻害しない限り、他の熱可塑性樹脂を含有していてもよい。
【実施例】
【００４３】
　以下、本発明の実施例および比較例を示し、本発明を一層明確にする。
【００４４】
　実施例の医療用固定材に用いる熱伝導粉末として、アルミニウム粉末（２０℃における
熱伝導率が２０４Ｗ／ｍ・Ｋ）を含有するマスターバッチである東洋アルミニウム株式会
社製の商品名「ＭＥＴＡＸ　ＮＥＯ（メタックスネオ）」品番「ＮＭＥ０１０Ｔ６」を準
備した。
　マスターバッチに含有するアルミニウム粉末の平均粒径は１０μｍであり、キャリア樹
脂は低密度ポリエチレンとポリエチレンワックスの混合物であり、マスターバッチ中のア
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ルミニウム粉末の含有量は、７０重量％であった。
　また、実施例および比較例の医療用固定材に用いる熱可塑性樹脂として、Ｐｅｒｓｔｏ
ｒｐ社製の熱可塑性ポリカプロラクトン「ＣａｐａＴＭ６５００」（数平均分子量５００
００ｇ／ｍｏｌ、メルトフローインデックス（ＭＦＩ）が１６０℃で７ｄｇ／ｍｉｎ、融
解温度範囲５８～６０℃）を準備した。
　これらポリカプロラクトンとメタックスネオを重量比で６０：４０の割合に配合（すな
わち、アルミニウム粉末と熱可塑性樹脂との重量比（アルミニウム粉末／熱可塑性樹脂）
は２８／７２）し、加熱溶融して均一に混合したうえで、射出温度１８０℃で図１および
２に示すような形状に射出成型を行い、実施例の医療用固定具を作製した。
　同様に、ポリカプロラクトンを加熱溶融して射出温度１８０℃で図１および２に示すよ
うな形状に射出成型を行い、比較例の医療用固定具を作製した。
　なお、これらの医療用固定具の寸法は同一であり、厚みが２ｍｍ、幅が１００ｍｍ、縦
（長さ）１００ｍｍであり、微細孔の直径が２ｍｍ、隣り合う微細孔同士の間隔が幅７～
１０ｍｍ（中心部分から左右の幅方向に向かって順番に、１０ｍｍ、９ｍｍ、９ｍｍ、８
．５ｍｍ、７．５ｍｍ、７ｍｍ）、縦９ｍｍであった。ただし、図２に示すように、罫線
と重なる部分には微細孔は形成されておらず、隣り合う微細孔同士の間隔が１０ｍｍ超と
なるものも含んでいる。
　さらに参考例として、イワツキ株式会社製の「レナサーム」を準備し、実施例および比
較例と同じ幅および長さに切り出して、医療用固定具を作製した。
【００４５】
　（熱伝導性試験）
　以上の実施例、比較例および参考例について、以下の条件で熱伝導性試験をおこなった
。
　・試験内容
　サーモラボIIＢ型精密迅速熱物性測定装置（装置型番ＫＥＳ－Ｆ７、カトーテック株式
会社製、以下、「熱伝導測定装置」と称す。）を用いて、測定環境として温度２０℃、相
対湿度６５±１０％にて、熱伝導性試験（定常熱伝導測定）を行った。
　まず、熱伝導測定装置の冷却ベースの温度を２０℃、Ｂ.Ｔ.Ｂｏｘ（熱源台）の温度を
３０℃に設定した。
　次いで、熱伝導性試験の対象である、実施例の医療用固定具を５ｃｍ×５ｃｍの大きさ
の試験片に切出し、切出した試験片を冷却ベースに載せ、試験片の上から熱源台を重ねた
。
　次いで、熱源台の消費熱量が一定になった後、熱源台の熱流量を測定し、この時の冷却
ベースおよび熱源台の温度ならびに熱源台の平均熱流量から下記に示す式により熱伝導率
を算出した。
　熱伝導率（Ｗ／ｍｋ）＝（〔熱源台の熱流量（Ｗ）〕×〔試験片の厚み（ｃｍ）〕）÷
（〔熱源台の面積（ｃｍ２）〕×〔熱源台の温度（℃）－冷却ベースの温度（℃）〕）
　このようにして同一試験片にて３回熱伝導率を測定した後、平均値を算出した。同様に
して、比較例と参考例の各試験片の熱伝導率を測定した。結果を表１に示す。表中各数値
は、熱伝導率（Ｗ／ｍｋ）を表す。
　同表から、実施例が比較例に比べて約２００％、参考例に比べて約３９０％熱を伝えや
すいことが理解できる。
【００４６】
【表１】
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【００４７】
　（折り曲げ試験）
　実施例、比較例および参考例の医療用固定具を９０℃の温水中に３秒間保持後、すぐに
医療用固定具の両端を手で保持して中心部分を折り曲げ起点にして１８０度に折り曲げる
試験を行った。
　折り曲げ試験後の医療用固定具の折り曲げた部分に割れが発生しなかったものを合格（
○）とし、割れが発生したものを不合格（×）とした。結果を表２に示す。
　同表から、実施例の医療用固定具が、比較例および参考例の医療用固定具と比較して、
遜色のない折り曲げ性能を有していることが理解できる。
【００４８】
【表２】

【００４９】
　今回開示された実施形態および実施例はすべての点で例示であって制限的なものではな
いと考慮されるべきである。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示され、特許請求の
範囲と均等の意味および範囲内でのすべての修正と変形を含むものであることが意図され
る。
【符号の説明】
【００５０】
１０　医療用固定具
１１　医療用固定材
１２　微細孔
１３　罫線
Ｎ　患部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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